
平
成
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
七
号

課
徴
金
の
減
免
に
係
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
に
関
す
る
規
則

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
七
条
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
、
課
徴
金
の
減
免
に
係
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
調
査
開
始
日
前
の
違
反
行
為
の
概
要
に
つ
い
て
の
報
告
）

第
一
条
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第
十

項
第
一
号
又
は
第
十
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
法
第
八
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
報

告
書
一
通
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
に
関
す
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
は
、
〇
三―

三
五
八
一―

五
五
九
九
と
す

る
。

３
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
委
員
会
が
受
信
し
た
時

に
、
当
該
報
告
書
が
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
報
告
書
の
原
本
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
の
順
位
及
び
提
出
期
限
の
通
知
）

第
二
条
　
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対

し
、
当
該
報
告
書
の
提
出
の
順
位
並
び
に
様
式
第
二
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
る
当
該
違
反
行
為
に
係
る
事
実
の
報

告
及
び
資
料
の
提
出
を
行
う
べ
き
期
限
（
以
下
「
提
出
期
限
」
と
い
う
。
）
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
開
始
日
前
の
報
告
及
び
資
料
の
提
出
）

第
三
条
　
法
第
七
条
の
二
第
十
項
第
一
号
又
は
第
十
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料

の
提
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
限
ま
で
に
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
報
告
書
一
通
及
び
資
料
を
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
第
二
号
の
記
載
事
項
の
う
ち
同
様
式
の
「
備
考
」
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
口

頭
に
よ
る
報
告
を
も
っ
て
当
該
事
項
に
係
る
記
載
に
代
え
、
又
は
、
同
項
の
資
料
の
う
ち
口
頭
に
よ
る
陳
述
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
口
頭
に
よ
る
陳
述
を
も
っ
て
当
該
資
料
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
に
つ

き
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
口
頭
に
よ
る
報
告
又
は
陳
述

を
も
っ
て
当
該
事
項
に
係
る
記
載
又
は
当
該
資
料
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
口
頭
に
よ
る
報

告
又
は
陳
述
を
行
お
う
と
す
る
者
が
提
出
期
限
ま
で
に
事
務
総
局
審
査
局
管
理
企
画
課
課
徴
金
減
免
管
理
官
（
以

下
「
課
徴
金
減
免
管
理
官
」
と
い
う
。
）
に
出
頭
し
て
当
該
口
頭
に
よ
る
報
告
又
は
陳
述
を
し
た
場
合
に
限
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
は
、
課
徴
金
減
免
管
理
官
は
、
当
該
口
頭
に
よ
る
報
告
又
は
陳
述
の
内
容
に
つ
い
て
記
録
す
る

も
の
と
す
る
。

４
　
二
以
上
の
事
業
者
が
、
法
第
七
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
し
て
報
告
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

は
、
前
二
項
に
よ
る
口
頭
に
よ
る
報
告
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
が
共
同
し
て
選
任
し
た
代
理
人
又
は
当
該
二

以
上
の
事
業
者
の
う
ち
第
六
条
の
二
後
段
の
規
定
に
よ
り
連
絡
先
と
な
る
事
業
者
が
す
る
口
頭
に
よ
る
報
告
を
も

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
調
査
開
始
日
以
後
の
報
告
及
び
資
料
の
提
出
）

第
四
条
　
法
第
七
条
の
二
第
十
二
項
第
一
号
（
法
第
八
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
次
条
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
、

様
式
第
三
号
に
よ
る
報
告
書
一
通
及
び
資
料
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
、
第
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

定
は
前
項
の
方
法
に
よ
り
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二

項
中
「
提
出
期
限
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
開
始
日
以
後
の
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
行
う
べ
き
期
限
）

第
五
条
　
法
第
七
条
の
二
第
十
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
日
は
、
当
該
違
反
行

為
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
処
分
又
は
法
第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

処
分
が
最
初
に
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

（
報
告
書
及
び
資
料
の
提
出
の
方
法
）

第
六
条
　
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料
並
び
に
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
料
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
又
は
そ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
課
徴
金
減
免
管
理
官
に
直
接
持
参
す
る
方
法

二
　
課
徴
金
減
免
管
理
官
に
書
留
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信

書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
で
あ
っ
て
当
該
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は

当
該
特
定
信
書
便
事
業
者
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
行
う
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
送
付
す
る
方
法

三
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

２
　
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
正
取
引
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令

に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
公
正
取
引
委
員
会

規
則
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
報
告
書
及
び
資
料
が
提
出
さ
れ
る
場

合
に
準
用
す
る
。

（
共
同
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
）

第
六
条
の
二
　
法
第
七
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
し
て
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
行
お
う
と
す
る
二
以

上
の
事
業
者
は
、
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
又
は
様
式
第
三
号
に
よ
る
報
告
書
を
、
い
ず
れ
も
連
名
で
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
は
、
当
該
報
告
及
び
資
料
の
提
出
に
関

し
て
共
同
し
て
代
理
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
連
絡
先
と
な
る
一
の
事
業
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
追
加
を
求
め
る
書
面
の
送
達
）

第
六
条
の
三
　
委
員
会
は
、
法
第
七
条
の
二
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
違
反
行
為
に
係
る
事
実
の
報
告
又
は
資

料
の
提
出
を
追
加
し
て
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
、
第
三
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料

を
提
出
し
た
者
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料
を
提
出
し
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
書
及
び
資
料
の
提
出
の
順
位
等
）

第
七
条
　
提
出
期
限
ま
で
に
第
三
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料
を
提
出
し
た
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

ら
が
法
第
七
条
の
二
第
十
項
第
一
号
又
は
第
十
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の

提
出
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
の
先
後
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め

る
。

２
　
第
五
条
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
第
四
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
資
料
を
提
出
し
た
者
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
法
第
七
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
の
順
序
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

報
告
書
の
提
出
の
先
後
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。

（
第
三
者
へ
の
秘
匿
義
務
）

第
八
条
　
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
そ

の
旨
を
第
三
者
に
明
ら
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
用
語
）

第
九
条
　
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
報
告
書
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
提
出
す
る
資
料
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
資
料
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

 

 

様式第１号（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。） 

 

課徴金の減免に係る報告書 

令和  年  月    日 

公正取引委員会 あて 

（ファクシミリ番号 ０３－３５８１－５５９９） 

 

氏名又は名称 

住所又は所在地 

代表者の役職名及び氏名        印 

 

                    連絡先部署名 

                     住所又は所在地（郵便番号） 

                     担当者の役職名及び氏名 

                     電話番号 

                     ファクシミリ番号 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の２第１０項第１号又は第１１

項第１号から第３号まで（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による報告を下記のとおり行います。 

なお，正当な理由なく，下記の報告を行った事実を第三者に明らかにはいたしません。 

記 

○ 報告する違反行為の概要 

１ 当該行為の対象となった

商品又は役務 

 

 

 

２ 当該行為の態様 

(1) 

(2) 

 

３ 開始時期（終了時期） 年  月（～  年  月まで） 

様
式
第
２
号
（
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

 

 

様式第２号（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。） 

 

課徴金の減免に係る報告書 

令和  年  月  日 

公正取引委員会 あて 

 

氏名又は名称 

住所又は所在地 

代表者の役職名及び氏名        印 

 

                    連絡先部署名 

                     住所又は所在地（郵便番号） 

                     担当者の役職名及び氏名 

                     電話番号 

                     ファクシミリ番号 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の２第１０項第１号又は第１１

項第１号から第３号まで（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による報告を下記のとおり行います。 

なお，正当な理由なく，下記の報告を行った事実を第三者に明らかにはいたしません。 

記 

１  報告する違反行為の概要 

(1) 当該行為の対象となった

商品又は役務 

 

 

 

(2) 当該行為の態様 

ア 

イ 

(3) 共同して当該行為を行っ

た他の事業者の氏名又は名

称及び住所又は所在地 

 

 

 

(4) 開始時期（終了時期） 年  月  日（～  年  月  日まで） 

 

様
式
第
３
号
（
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

 

 

様式第３号（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。）  

 

課徴金の減免に係る報告書 

令和  年  月    日 

公正取引委員会 あて 

（ファクシミリ番号 ０３－３５８１－５５９９） 

 

氏名又は名称 

住所又は所在地 

代表者の役職名及び氏名        印 

 

                    連絡先部署名 

                     住所又は所在地（郵便番号） 

                     担当者の役職及び氏名 

                     電話番号 

                     ファクシミリ番号 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の２第１２項第１号（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による報告を下記のとおり行い

ます。 

なお，正当な理由なく，下記の報告を行った事実を第三者に明らかにはいたしません。 

記 

１ 報告する違反行為の概要 

(1) 当該行為の態様 

ア 

イ 

 

 

(2) 共同して当該行為を行っ

た他の事業者の氏名又は名

称及び住所又は所在地 

 

 

 

 

(3) 開始時期（終了時期） 年  月  日（～  年  月  日まで） 

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
〇
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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